
４）水素社会推進法の施行（2024年）
2024年５月に「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び

利用の促進に関する法律」として成立し、同年10月23日に施行されました。
この法律の主な目的は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、水素をはじめ

とする「低炭素水素等」の活用を促進することとなっています。主な内容としては、低炭
素水素等の供給・利用に関する取り組みなどを国が策定し、国内で製造・輸入して供給す
る事業者や、エネルギー・原材料として利用する事業者が計画・作成を行い、国が認定す
る制度となっています。
また、認定を受けた事業者が、低炭素水素等を供給する際、既存燃料・原料との価格差

を国が支援するとともに、国内外のサプライチェーン整備に必要なインフラ投資（タンク
やパイプラインなど）などの支援を行うとなっています。さらに高圧ガス保安法におい
て、認定計画に基づく設備に対しては、一定期間、国（経済産業大臣）が一元的に許可や
検査を行うことで、事業の迅速化を図る内容になっています。

図27　水素輸送技術（道路輸送）の種類
（環境省＿水素技術動向HP資料より引用）
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